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平成２８年第１回砂川市議会定例会

平成２８年３月７日（月曜日）第１号
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議案第 ６号 平成２７年度砂川市病院事業会計補正予算

［第１予算審査特別委員会］

散会宣告
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日程第 １ 会議録署名議員指名

北谷 文夫議員

多比良和伸議員
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議長諸般報告
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日程第 ４ 教育行政報告
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議案第 ３号 平成２７年度砂川市下水道事業特別会計補正予算
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議案第 ４号 平成２７年度砂川市介護保険特別会計補正予算

議案第 ５号 平成２７年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算

議案第 ６号 平成２７年度砂川市病院事業会計補正予算

［第１予算審査特別委員会］

〇出席議員（１２名）

議 長 飯 澤 明 彦 君 副議長 水 島 美喜子 君

議 員 増 井 浩 一 君 議 員 多比良 和 伸 君

増 山 裕 司 君 中 道 博 武 君

佐々木 政 幸 君 武 田 真 君

武 田 圭 介 君 北 谷 文 夫 君

沢 田 広 志 君 小 黒 弘 君

〇欠席議員（１名）

辻 勲 君

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 善 岡 雅 文

砂川市教育委員会委員長 遠 藤 芳 春

砂 川 市 監 査 委 員 奥 山 昭

砂川市選挙管理委員会委員長 其 田 晶 子

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 渡 邊 勝 郎

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

副 市 長 角 丸 誠 一

病 院 事 業 管 理 者 小 熊 豊

総 務 部 長
湯 浅 克 己

兼 会 計 管 理 者

総 務 部 審 議 監 熊 崎 一 弘

市 民 部 長 高 橋 豊

経 済 部 長 田 伏 清 巳

建 設 部 長 古 木 信 繁

病 院 事 務 局 長 氏 家 実

総 務 課 長 安 田 貢

政 策 調 整 課 長 河 原 希 之



－3－

３．砂川市教育委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 長 井 上 克 也

教 育 次 長 和 泉 肇

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 長 中 出 利 明

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 湯 浅 克 己

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 田 伏 清 巳

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 峯 田 和 興

事 務 局 次 長 高 橋 伸 二

事 務 局 主 幹 佐 々 木 純 人

事 務 局 係 長 渡 部 秀 樹
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開会 午前 ９時５９分

◎開会宣告

〇議長 飯澤明彦君 おはようございます。ただいまから平成２８年第１回砂川市議会定

例会を開会します。

◎開議宣告

〇議長 飯澤明彦君 本日の会議を開きます。

本日の会議に欠席の届け出のあった方を事務局長に報告させます。

〇議会事務局長 峯田和興君 本日の会議に欠席と届け出のありました議員は、辻勲議員

であります。

◎日程第１ 会議録署名議員指名

〇議長 飯澤明彦君 日程第１、会議録署名議員の指名を議題とします。

会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、北谷文夫議員及び多比良和伸議員

を指名します。

本日の議事日程並びに議長の諸般報告は、お手元に配付のとおりであります。

◎日程第２ 会期の決定

〇議長 飯澤明彦君 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

今定例会の会期は、本日から３月１７日までの１１日間にしたいと思います。ご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、会期は１１日間と決定しました。

◎日程第３ 主要行政報告

〇議長 飯澤明彦君 日程第３、主要行政報告を求めます。

市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） 前回の定例市議会以降における主要行政について報告を

申し上げます。

１３ページ、総務部市長公室課の関係では、２点目の砂川市新年交礼会について、１月

７日、砂川パークホテルにおいて開催し、２７７名の参加をいただいたところであります。

次に、３点目の名誉市民、故鈴木誠二氏の市葬について、２月１９日、２月１５日に逝

去されました故鈴木誠二氏の市葬をとり行い、道議会議員、市民など約１８０人の参列を

いただいたところであります。
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次に、１４ページ、政策調整課の関係では、３点目のＥＴＣ車載器搭載促進補助金につ

いて、１１月から１月までの交付件数及び交付金額は２５件、１１万２，０００円を交付

したところであります。

次に、４点目の砂川市出会い創出支援事業補助金について、１１月から１月までの交付

件数及び交付金額は１件、２０万円を交付したところであります。

次に、６点目の砂川市総合教育会議について、１月１５日、第２回会議を開催し、いじ

めアンケートに係る集計結果等について意見交換を行ったところであります。

次に、１５ページ、７点目の砂川市過疎地域自立促進市町村計画について、平成２８年

度から平成３２年度までの新たな市町村計画の策定に当たり、北海道と協議を進めてまい

りましたが、２月２４日、北海道知事より協議終了の通知があり、協議が成立したところ

であります。

次に、８点目の砂川市人口ビジョン及び砂川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定

に向けた取り組みについて、（２）砂川市人口ビジョン地方版総合戦略説明会を１２月１

８日に開催し、市内関係団体等から４６名の出席があったところであります。

（３）パブリックコメントについては、１月７日から１月２１日までの間実施したとこ

ろ、３名から１７件の意見があり、意見の概要と市の考え方を広報すながわ３月１日号及

び市ホームページで公表したところであります。

次に、９点目の砂川市人口ビジョン及び砂川市まち・ひと・しごと創生総合戦略につい

て、１月２９日、各種アンケート調査、関係団体との懇談会、パブリックコメント等の意

見を踏まえ、本市における人口の将来を分析し、人口に関する地域住民の認識を共有し、

人口の将来展望を示した砂川市人口ビジョン及び本市が直面している人口減少と地域経済

の縮小を克服し、本市における「まち・ひと・しごと創生」の実現に向け、平成２７年度

から平成３１年度までの５年間の目標と具体的施策を取りまとめた砂川市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を作成したところであります。

次に、１０点目の国の補正予算に伴う地方創生加速化交付金について、２月１０日、国

の平成２７年度補正予算において、１億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として、「希

望を生み出す強い経済」を実現するため、また、「子育て支援」や「安心につながる社会

保障」の取り組みに貢献するため、地方創生加速化交付金が創設されたことに伴い、本交

付金を活用するため実施計画を策定し、空知総合振興局を通じて内閣総理大臣に提出した

ところであります。

次に、２０ページ、市民部社会福祉課の関係では、１点目の生活困窮世帯年末見舞金の

支給について、１２月に民生児童委員を通じて９７世帯に支給したところであります。

次に、２点目の臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金並びに砂川市まごころ商

品券事業について、（１）臨時福祉給付金では、昨年８月３日から１２月１８日を申請期

限として受け付けを行い、３，１４２世帯、４，１７３人に総額２，５０３万８，０００
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円を支給したところであります。（２）子育て世帯臨時特例給付金では、昨年６月１日か

ら１１月３０日を申請期限として受け付けを行い、１，１４０人、対象児童数１，８０６

人に総額５４１万８，０００円を支給したところであります。（３）砂川市まごころ商品

券では、昨年８月３日から１２月１８日を申請期限として受け付けを行い、３，１２４世

帯、４，１３７人に総額１，６５４万８，０００円を支給したところであります。

次に、２１ページ、介護福祉課の関係では、２点目の介護予防・日常生活支援総合事業

について、１月１日、第６期砂川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に係る取り組

みとして、地域の実情に応じた多様なサービスの充実により地域の支え合い体制づくりを

推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とする介護予防・日常生活支

援総合事業を開始したところであります。

次に、２３ページ、経済部商工労働観光課の関係では、３点目のふるさと名物応援宣言

について、１２月１５日、中小企業地域資源活用促進法に基づき、地域資源「すながわス

イーツ」を活用し、地域ぐるみのＰＲや情報発信等、域外に向けて積極的な宣伝活動を行

い、地域ブランドとしての地位を確立させ、関連事業の活性化、ひいては地域経済の好循

環を生み出すことを目的に、ふるさと名物応援宣言を行ったところであります。

次に、４点目の創業支援事業計画について、１月１３日、産業競争力強化法に基づき、

商工会議所や金融機関等と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等

の創業支援を実施する創業支援事業計画について国から認定を受けたところであります。

次に、３０ページ、建設部建築住宅課の関係では、７点目のすながわハートフル住まい

る推進事業について、各事業の１１月から１月までの交付件数及び交付金額は、（１）永

く住まいる住宅改修補助金は１３件、３０２万６，０００円、（２）まちなか住まいる等

住宅促進補助金は７件、４１９万８，０００円、（３）高齢者等安心住まいる住宅改修補

助金は７件、１３７万円、（４）老朽住宅除却費補助金は３件、５２万５，０００円をそ

れぞれ交付したところであります。

次に、３１ページ、市立病院の関係では、２点目の附属看護専門学校受験状況について、

平成２８年度の推薦入学試験は１０月２２日、応募者１３名に小論文・面接試験を実施し、

１０月２９日に１３名全員の合格を発表いたしました。また、一般入学試験は、１月１４

日に１次試験、１月２８日に２次試験を実施し、２月１日に２５名の合格者を発表したと

ころであります。

以上を申し上げまして、主要行政報告といたします。

◎日程第４ 教育行政報告

〇議長 飯澤明彦君 日程第４、教育行政報告を求めます。

教育長。

〇教育長 井上克也君 （登壇） 前回定例会以降におきます教育行政の主な内容につき
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ましてご報告申し上げます。

初めに、学務課所管について申し上げます。１点目の公立高等学校入試出願状況につい

てでありますが、２月１５日、北海道教育委員会は出願変更後の平成２８年度の公立高等

学校入試出願状況を公表いたしましたが、本市が所属する空知北学区の出願状況は次のと

おりであります。表は、左から学校名、学科、間口数、定員数、出願数、定員対比、備考

であり、上段、砂川高校は普通科、間口数４間口、定員数１６０名に対し出願数は８６名、

定員対比は７４名の減であります。滝川高校以下、深川東高校までは記載のとおりであり、

空知北学区の合計は間口数３１間口、定員数１，２４０名に対し出願数は１，０２８名、

定員対比は２１２名の減となっております。以上のとおり、砂川高校（普通科単位制）の

出願状況は７４名の定員割れとなっております。空知北学区内の普通科の出願数は、募集

定員７６０名に対し出願数は６６３名で、９７名の定員割れとなっております。

２ページをお開き願います。社会教育課所管について申し上げます。１点目の成人式に

ついてでありますが、１月１０日、地域交流センターゆうにおいて、第６８回成人式を開

催し、本年度の成人対象者１７５名中１２９名の出席がありました。１０月より新成人に

よる世話人会を発足させ、受付、式典、交流タイムの内容などについて協議するとともに、

当日も進行を務めるなど、世話人が中心になって企画運営を行い、出席した新成人にとっ

て思い出に残る成人式となりました。

次に、３点目のジャリン子冬体験塾（ワカサギ釣り）についてでありますが、２月６日、

砂川オアシスパークにおいて、すながわ子どもセンター協議会と石狩川振興財団が主催し、

８８名の親子、関係者の参加で開催いたしました。当日は、氷の下からワカサギが釣り上

がるたびに歓声が上がるなど、楽しい雰囲気の中、参加した子供たちは砂川の冬を実感し、

自然の豊かさや厳しさを学んでいました。

３ページをごらん願います。図書館所管の１点目、学校ブックフェスティバルについて

でありますが、１月２２日、北光小学校において、北海道立図書館の主催、砂川市教育委

員会の共催により学校ブックフェスティバルを開催いたしました。この事業では、北海道

立図書館所有の児童向け図書約６００冊を体育館内に広げ、その中から全校児童が好きな

本を１人３冊まで選び、貸し出しを行いました。当日は、ボランティアの協力も得て、読

み聞かせや仕掛け絵本・大型絵本の展示なども行われ、児童たちは本に触れる楽しさの中

で読書への関心を高めました。

続きまして、スポーツ振興課所管について申し上げます。２点目の歩くスキーコースの

開設についてでありますが、陸上競技場、日の出サッカー場及び軟式野球場にかけて、１

周５００メートルと１キロメートルの歩くスキーコースを１月９日から開設いたしました。

融雪の状況によりますが、３月中旬まで開設を予定しております。また、スキー、ストッ

ク、靴の無料貸し出しを総合体育館で受け付けしております。

以上を申し上げまして、教育行政報告とさせていただきます。
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◎日程第５ 議案第１号 平成２７年度砂川市一般会計補正予算

議案第２号 平成２７年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算

議案第３号 平成２７年度砂川市下水道事業特別会計補正予算

議案第４号 平成２７年度砂川市介護保険特別会計補正予算

議案第５号 平成２７年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算

議案第６号 平成２７年度砂川市病院事業会計補正予算

〇議長 飯澤明彦君 日程第５、議案第１号 平成２７年度砂川市一般会計補正予算、議

案第２号 平成２７年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算、議案第３号 平成２７年

度砂川市下水道事業特別会計補正予算、議案第４号 平成２７年度砂川市介護保険特別会

計補正予算、議案第５号 平成２７年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算、議案第

６号 平成２７年度砂川市病院事業会計補正予算の６件を一括議題とします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 議案第１号 平成２７年度砂川市一般会計補正予算

についてご説明を申し上げます。

今回の補正は第８号であります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４

億９，０２９万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２５億４，７０

６万円とするものであります。

第２条は、繰越明許費であります。８ページ、第２表、繰越明許費に記載のとおり、２

款総務費、１項総務管理費のセキュリティ対策推進事業、３款民生費、１項社会福祉費の

年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業、１０款教育費、３項中学校費の砂川中学校音

楽堂天井耐震化事業について平成２８年度に繰り越すものであります。

第３条は、地方債の変更であります。９ページ、第３表、地方債補正に記載のとおり、

公共事業等債から一般補助施設整備等事業債までについて９，４３０万円を補正し、補正

後の限度額を１４億１，２６０万円とするものであります。

それでは、歳出からご説明をいたしますが、国の補正予算によるもののほか、多くが決

算見込みによる事業費の確定によるものでありますので、主なもの並びに二重丸及び説明

にアンダーラインを付してある新規事業を中心に説明をしてまいります。

７０ページをお開きいただきたいと存じます。１款議会費、１項１目議会費で一つ丸、

議会の運営に要する経費５９７万８，０００円の減額は、議員辞職などによるものであり

ます。

次に、７４ページ、２款総務費、１項１目一般管理費で一つ丸、ふるさと応援寄附金に

要する経費のうちふるさと応援寄附金謝礼２，２９１万７，０００円の補正は、寄附件数
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及び寄附額の増によるものであります。

次に、７６ページ、５目財産管理費で一つ丸、財産管理に要する経費のうち社会福祉事

業振興基金積立金４，１８１万９，０００円、まちづくり事業基金積立金９，２９７万５，

０００円の補正は、寄附金などを各基金に積み立てるものであり、財政調整基金積立金１

億４，５３７万８，０００円の補正は、財源調整を行うため財政調整基金へ積み立てるも

のであります。同じく一つ丸、庁舎の維持管理に要する経費のうち燃料費１９２万５，０

００円の減額は、燃料単価の下落によるものであります。

次に、７８ページ、１０目市民生活推進費でバス運行に係る各路線における収支不足額

補償金でありますが、北海道中央バスが運行する路線において、平成２６年１０月１日か

ら平成２７年９月３０日までの１年間における収支不足額に係る市町負担額について路線

距離数に応じた砂川市の負担率に基づき負担するもので、一つ丸、焼山線バス運行に要す

る経費の収支不足額補償金５３６万１，０００円の補正は、市町負担額１，５９７万３，

０００円について砂川市と歌志内市との間で砂川市の負担率３７．３％に基づき負担をす

るものであります。次に、８０ページ、同じく二重丸、上砂川線バス運行に要する経費の

収支不足額補償金９４万８，０００円の補正は、市町負担額２３１万２，０００円につい

て砂川市、上砂川町との間で砂川市の負担率４１．０％に基づき負担をするものでありま

す。同じく二重丸、滝川美唄線バス運行に要する経費の収支不足額補償金１１１万７，０

００円の補正は、市町負担額２８５万５，０００円について砂川市、滝川市、奈井江町、

美唄市との間で砂川市の負担率３９．１％に基づき負担をするものであります。同じく二

重丸、滝川奈井江線バス運行に要する経費の収支不足額補償金７６万６，０００円の補正

は、市町負担額１２３万円について砂川市、滝川市、奈井江町との間で砂川市の負担率６

２．２５％に基づき負担するものであります。

同じく１１目情報化推進費で一つ丸、情報化推進に要する経費の既存ネットワーク改修

委託料２３６万６，０００円、備品購入費１７９万８，０００円の補正は、マイナンバー

制度の施行に関連し、セキュリティの強化を図るため、住民記録、税などの基幹系システ

ムに接続する端末をインターネットから分離するためのネットワークの改修、情報系シス

テムの不正通信を監視するためのセキュリティ機器の導入及びパソコン等の購入を行うも

のであります。セキュリティ強化対策委託料４，０７２万８，０００円、生体認証管理シ

ステム導入委託料６４８万円の補正は、マイナンバー制度に係る情報連携ネットワークが

稼働する平成２９年７月までに、国は各地方公共団体に対してサイバー攻撃からの防御策

の強化や基幹系システムの取り扱いの厳格化など抜本的なセキュリティ強化対策を実施す

るよう求めていることから、国の補正予算により庁内ネットワークシステムの再構築及び

基幹系システム端末への生体認証管理システムの導入を平成２８年度に繰り越しをして実

施をするものであります。

同じく、１２目電算管理費で一つ丸、電算管理に要する経費のうち選挙人名簿システム
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改修委託料４１万８，０００円の補正は、選挙人名簿の登録制度を見直す公職選挙法の改

正に伴い改修するものであり、マイナンバー制度の導入に向けた取り組みとして保守点検

委託料１１７万４，０００円の減額は団体内統合宛名システムの構築のおくれに伴い、今

年度分の保守費用を減額するものであり、中間サーバープラットフォーム負担金９５万円

の減額は、全国の自治体で負担する負担金の確定によるものであります。

次に、８４ページ、２項１目徴税費で一つ丸、市税の賦課事務に要する経費のうち標準

宅地時点修正委託料５万４，０００円の補正は、北海道が実施した平成２７年７月１日時

点での地価調査において市内の全調査地点で地価の下落が見られたことから、適正評価の

ため、標準宅地５地点の鑑定評価を行うものであります。

次に、８６ページ、４項３目市長・市議選挙費で二重丸、市長・市議選挙の執行に要す

る経費１，３９４万２，０００円の減額は、両選挙が無投票となり、事業費確定による減

であります。

次に、９２ページ、３款民生費、１項１目社会福祉総務費で一つ丸、民生委員の活動に

要する経費のうち退任民生委員記念品１万円の補正は、任期途中で退任となった２名の民

生児童委員に対し、記念品を贈呈するためのものであります。同じく二重丸、臨時福祉給

付金支給事業に要する経費のうち臨時福祉給付金２８２万円の減額は、給付実績によるも

のであります。同じく二重丸、年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業に要する経費９，

４５８万１，０００円の補正は、国の補正予算により、１億総活躍社会の実現に向け、賃

金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を対象に所得全体の底上げを図るとともに、

平成２８年前半の個人消費の下支えにも資するよう、１人当たり３万円を支給するための

経費であり、平成２８年度に繰り越して実施をするものであります。次に、９４ページ、

一つ丸、福祉センター運営費補助金のうち施設維持管理補助金９４万９，０００円の減額

は燃料費の減などによるものであり、社会福祉協議会補助金２４３万３，０００円の減額

は退職給与積立金の見直しなどによるものであります。

同じく２目知的障害者福祉費で一つ丸、知的障害者自立支援に要する経費のうち自立支

援給付費１，１３７万４，０００円の補正は、グループホーム、就労移行支援などの利用

者の増などによるものであります。

次に、９６ページ、３目身体障害者福祉費で一つ丸、身体障害者自立支援に要する経費

のうち自立支援医療費３５６万８，０００円の補正は１件当たりの医療費の増によるもの

であり、自立支援給付費２９２万５，０００円の補正は生活介護、施設入所支援などの利

用者の増などによるものであります。同じく一つ丸、重度心身障害者医療に要する経費の

うち医療費扶助１６０万４，０００円の減額は、１件当たりの医療費の減によるものであ

ります。

同じく４目精神障害者福祉費で一つ丸、精神障害者自立支援に要する経費のうち自立支

援給付費１，５７６万２，０００円の減額は、就労継続支援、生活訓練、グループホーム
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などの利用件数の減によるものであります。

次に、９８ページ、５目老人福祉費で一つ丸、老人施設措置に要する経費の施設措置費

２０３万２，０００円の減額は、養護老人ホームの入所者の減によるものであります。同

じく一つ丸、老人の生きがいと社会活動に要する経費のうち敬老助成券１５６万３，００

０円の減額は、交付者の減などによるものであります。

同じく２項１目児童福祉費で一つ丸、児童の養育に要する経費の児童手当８９３万円の

減額は、受給対象児童数の減によるものであります。次に、１００ページ、一つ丸、乳幼

児等医療に要する経費のうち医療費扶助２３３万５，０００円の減額は、受診件数の減な

どによるものであります。同じく一つ丸、障害児対策に要する経費のうち障害児施設給付

費４０７万１，０００円の減額は、児童発達支援、放課後等デイサービスの利用件数の減

などによるものであります。同じく一つ丸、障害児地域生活支援に要する経費のうち日中

一時支援事業委託料１０８万３，０００円の減額は、利用者の減などによるものでありま

す。次に、１０２ページ、一つ丸、子ども通園センターの運営管理に要する経費のうち賃

金１５６万７，０００円の補正は、利用児童の増に伴うものであります。

次に、１０４ページ、２目母子父子福祉費で一つ丸、母子父子福祉に要する経費のうち

児童扶養手当１４９万２，０００円の減額は受給者の減によるものであり、高等職業訓練

促進給付金１０５万２，０００円の減額は利用者の減によるものであります。

同じく３目保育所費で一つ丸、保育所の運営管理に要する経費のうち子育て支援システ

ム改修委託料９２万２，０００円の補正は、保育所の利用者負担軽減措置の実施に伴い改

修するものであります。備品購入費４６４万８，０００円、図書購入費７１万１，０００

円の補正は、保育所環境整備に係る寄附がなされたことなどから、各保育所のお昼寝ベッ

ドのほか、テーブル、椅子などの備品及び絵本などの図書を購入するものであります。同

じく一つ丸、広域入所に要する経費の委託料１０２万７，０００円の減額は、入所者の減

によるものであります。

次に、１０６ページ、３項２目扶助費で一つ丸、生活保護費のうち生活扶助１３０万３，

０００円の減額は受給者及び１人当たりの費用の減、医療扶助１，１２０万３，０００円

の減額は受給者の減によるものであります。

次に、１０８ページ、４款衛生費、１項２目予防費で一つ丸、感染症予防に要する経費

のうち予防接種委託料２１６万８，０００円の補正は、インフルエンザワクチンが３種類

から４種類のウイルス株に変更になったことによる単価の増などによるものであります。

同じく一つ丸、生活習慣病予防に要する経費のうちがん検診委託料２１６万円の減額は、

受診者の減によるものであります。

次に、１１０ページ、４目環境衛生費で一つ丸、砂川地区保健衛生組合負担金１４５万

９，０００円の減額は、衛生センター解体工事の事業費確定などによるものであります。

同じく一つ丸、中・北空知廃棄物処理広域連合に要する経費の中・北空知廃棄物処理広域



－12－

連合負担金２１８万８，０００円の減額は、エネクリーンの売電収入の増などによるもの

であります。

同じく２項１目ごみ処理費で一つ丸、ごみ収集処理に要する経費のうち修繕料１７０万

３，０００円の補正は、ごみ処理場施設ののり面などの修復が必要となったことなどによ

るものであります。

次に、１１８ページ、６款農林費、１項３目農業基盤整備事業費で一つ丸、農業農村整

備に要する経費のうち農業基盤整備促進事業補助金１０３万５，０００円の減額は、事業

費確定によるものであります。

次に、１２０ページ、７款商工費、１項１目商工振興費で二重丸、企業振興促進補助金

５９７万７，０００円の補正は、砂川市企業振興促進条例に基づき、工場、施設等を建設

した６社に対する補助金であります。同じく一つ丸、地域おこし協力隊に要する経費のう

ち地域おこし協力隊員報酬６６万４，０００円、共済費１０万５，０００円、建物等借り

上げ料３１万５，０００円の減額は、隊員の１名が市内で就職するため、１１月末日で退

職したことによるものであります。

次に、１２４ページ、８款土木費、２項２目道路橋梁維持費で一つ丸、道路橋梁の維持

に要する経費のうち路面性状調査委託料２６２万１，０００円、道路附属物点検委託料５

６９万４，０００円の減額は、事業費確定によるものであります。同じく二重丸、道路橋

梁の修繕工事費６６０万２，０００円の減額は、事業費確定によるものであります。

次に、１２６ページ、３目道路橋梁新設改良費で二重丸、道路橋梁新設改良事業費１，

４６２万８，０００円の減額は、事業費確定によるものであります。

次に、１２８ページ、４項２目公園管理費で一つ丸、公園の維持管理に要する経費のう

ち維持管理委託料２９０万３，０００円の減額は、事業費確定によるものであります。

同じく５項１目市営住宅管理費で一つ丸、市営住宅の管理に要する経費のうち移転料１

７１万円の補正は、宮川団地から移転する件数の増によるものであります。次に、１３０

ページ、一つ丸、改良住宅の管理に要する経費のうち各工事費で合計３７３万６，０００

円の減額は、事業費確定によるものであります。

同じく２目住宅管理費で一つ丸、空き家等の適正管理に要する経費のうち修繕料１９万

５，０００円、除雪等委託料１４万４，０００円の補正は、東１条北２丁目にある管理不

全な空き家に対する緊急安全措置の実施によるものであります。

次に、１３４ページ、１０款教育費、２項１目小学校管理費で一つ丸、学校の管理に要

する経費のうち燃料費３４４万４，０００円の減額は燃料単価の下落によるものであり、

光熱水費１４４万１，０００円の補正は電気料の改定によるものであり、修繕料１７５万

８，０００円の補正は、各小学校において施設、機器の老朽化などにより修繕が必要とな

ったことによるものであります。備品購入費１２５万３，０００円の補正は、空知太小学

校、北光小学校の購入後２０年程度経過している除雪機が故障し、修理が困難なため、更
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新をするものであります。

次に、１３８ページ、３項１目中学校管理費で一つ丸、学校の管理に要する経費のうち

燃料費１１８万円の減額は燃料単価の下落によるものであり、修繕料１２５万３，０００

円の補正は、各中学校において施設の老朽化などにより修繕が必要となったことによるも

のであります。砂川中学校音楽堂天井耐震化工事費２，３３０万４，０００円の補正は、

耐震化の基準が改正されたことから、高所に設置されているつり天井などの非構造部材に

ついて落下防止策を講じるため、耐震化工事を平成２８年度に繰り越して実施をするもの

であります。

次に、１４２ページ、４項１目社会教育費で一つ丸、地域交流センターの運営管理に要

する経費のうち備品購入費３万３，０００円の補正は、故障が発生し、使用不能となった

プリンターを更新するものであります。

次に、１４４ページ、２目公民館費で二重丸、公民館の耐震化に要する経費１，４２１

万５，０００円の減額は、事業費確定によるものであります。

次に、１４６ページ、５項２目体育施設費で一つ丸、総合体育館の管理に要する経費の

うち燃料費１０９万１，０００円の減額は、燃料単価の下落によるものであります。同じ

く一つ丸、海洋センターの管理に要する経費のうち各工事費で合計３０４万８，０００円

の減額は、事業費確定によるものであります。

次に、１４８ページ、６項１目給食センター費で一つ丸、学校給食の実施に要する経費

のうち燃料費２４１万６，０００円の減額は燃料単価の下落によるものであり、備品購入

費２０１万２，０００円の減額は事業費確定によるものであります。

次に、１５０ページ、１１款公債費、１項２目利子で一つ丸、地方債償還利子１，６７

９万５，０００円の減額は、利率の見直しなどによる減であります。

次に、１５２ページ、１２款諸支出金、２項１目国保会計繰出金８７０万７，０００円

の補正は、保険基盤安定分、事務費等分の増、財政安定化支援事業分、職員給与費等分の

減が主なものであります。

同じく２目下水道会計繰出金８１６万８，０００円の補正は、下水道使用料の減などに

よる下水道事業分の管理運営費の増が主なものであります。

同じく３目病院会計繰出金１億６，７４６万７，０００円の補正は、普通交付税分、特

別交付税分、看護学校分の増によるものであります。

同じく４目介護保険会計繰出金２７５万４，０００円の減額は、介護給付費分の減、介

護人材育成支援事業費分の増が主なものであります。

同じく５目後期高齢者医療会計繰出金３４１万８，０００円の補正は、療養給付費分、

保険基盤安定分の増、事務費分の減によるものであります。

次に、１５４ページ、１３款職員費、１項１目職員費で一つ丸、職員の給与等に要する

経費１，３３３万６，０００円の減額は、中途退職などによる給料、共済費の減、給与改



－14－

定に伴う職員手当の増などによるものであります。

以上が歳出でありまして、歳入につきましては１１ページ、総括でご説明を申し上げま

す。１款市税で５５７万円の補正は、個人市民税で所得割の増、法人市民税で税割の減、

固定資産税で償却資産の増、軽自動車税で原動機付自転車等の税率改正の先送りによる減、

市たばこ税で消費本数の減による減が主なものであります。

６款地方消費税交付金で２，７０１万３，０００円の補正は、当初見込みを上回る消費

税の増によるものであります。

１０款地方交付税で２億１，５４０万６，０００円の補正は、普通交付税は当初３９億

７，９００万円と見込んでおりましたが、人口減少等特別対策事業費の新設の影響などに

より４１億９，４４０万６，０００円で確定したことによる増であります。

１２款分担金及び負担金で５０７万円の減額は、負担の軽減を図ったことによる保育所

費負担金の減が主なものであります。

１３款使用料及び手数料で１，１８３万３，０００円の減額は、市営住宅使用料、体育

施設使用料の減が主なものであります。

１４款国庫支出金で８，６４５万６，０００円の補正は、自立支援給付費の増による知

的障害者福祉費負担金の増、児童手当などの減による児童福祉費負担金の減、自立支援給

付費の減による精神障害者福祉費負担金の減、生活扶助費等医療扶助費等の減による生活

保護費負担金の減、事業費確定などによる土木費、社会資本整備総合交付金事業費補助金

の減、公民館耐震改修等事業の事業費確定による教育費、社会資本整備総合交付金事業費

補助金の減、砂川中学校音楽堂の天井耐震化を行う学校施設環境改善交付金事業費補助金

の増、補助制度の変更などによる児童福祉費補助金の増、年金生活者等支援臨時福祉給付

金支給事業費などによる社会福祉総務費補助金の増、マイナンバー制度の導入に向けた社

会保障・税番号活用推進費補助金、セキュリティ対策推進費補助金の増が主なものであり

ます。

１５款道支出金で３１６万５，０００円の減額は、児童手当費などの減による児童福祉

費負担金の減、生活扶助費、医療扶助費の減などによる生活保護費負担金の減、国保税の

軽減の拡大による保険基盤安定費負担金の増、自立支援給付費の増による知的障害者福祉

費負担金の増、自立支援給付費の減による精神障害者福祉費負担金の減、重度心身障害者

の医療費の減による身体障害者福祉費補助金の減、補助制度の変更などによる児童福祉費

補助金の減、農業基盤整備促進事業費の減による農業基盤奨励費補助金の減、電源立地地

域対策交付金事業費補助金の増が主なものであります。

１６款財産収入で３９９万９，０００円の補正は、土地貸付収入、土地売払収入の増が

主なものであります。

１７款寄附金で１億３，４７７万２，０００円の補正は、ふるさと応援寄附金など５８

ページに記載の寄附金によるものであります。
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１８款繰入金で６，６５１万７，０００円の減額は、財源調整のための財政調整基金繰

入金の減、寄附金を一時的に積み立てた基金から事業に充てるためのもの、社会福祉事業

振興基金繰入金の増が主なものであります。

２０款諸収入で６００万７，０００円の補正は、市営住宅などの建具の破損などによる

弁償金の増、高額療養費の増による返還金の増、電気料の減などによる流雪溝維持負担金

の減、肺炎球菌予防接種負担金の増が主なものであります。

２１款市債で９，４３０万円の補正は、過疎対策事業債への変更などによる公共事業等

債の減、事業費確定による公営住宅建設事業債の減、過疎対策事業債で公共事業等債から

の変更などによる道路整備事業債の増、過疎地域自立促進特別事業債の増、事業費確定に

よる公民館耐震改修事業債の減、起債対象外となった海洋センター改修等事業債の減、臨

時財政対策債の増、砂川中学校音楽堂天井耐震化事業に係る全国防災事業債の増、情報セ

キュリティ強化対策事業に係る一般補助施設整備等事業債の増が主なものであります。

以上が歳入の主なものであります。

なお、１５６ページに地方債に関する調書を添付しておりますので、ご高覧をいただき、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〔何事か呼ぶ者あり〕

失礼いたしました。１０６ページの３項２目扶助費の説明の中で、生活保護費のうち生

活扶助費１，０３０万３，０００円の減額のところを１３０万３，０００円と言い間違え

ております。訂正をお願いしたいと思います。

〇議長 飯澤明彦君 提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１０時４５分

再開 午前１０時５５分

〇議長 飯澤明彦君 休憩中の会議を開きます。

提案者の説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 私から議案第２号、議案第４号、議案第５号につい

てご説明申し上げます。

初めに、議案第２号 平成２７年度砂川市国民健康保険特別会計補正予算についてご説

明申し上げます。

今回の補正は、第３号となります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，９

８１万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８億６００万５，０００

円とするものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３２ページをお開き願いま
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す。１款総務費、１項１目一般管理費で１５５万円の減は、一般管理事務に要する経費の

給料以下、記載の人件費の減及び国保事業共同電算化に要する経費の減によるものであり

ます。

３６ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費で４，

５５７万２，０００円の増は、平成２７年３月診療分から１１月診療分までの９カ月分の

療養給付費が対前年比で５．９％上がったことによるものであります。

２目退職被保険者等療養給付費で５６０万円の減は、退職被保険者の減少によるもので

あります。

３目一般被保険者療養費で３０万円の増、４目退職被保険者等療養費で１９万円の減は、

いずれも医療費の増減によるものであります。

３８ページをお開き願います。２項１目一般被保険者高額療養費で１，０１４万８，０

００円の増、２目退職被保険者等高額療養費で２３６万７，０００円の増は、件数及び１

件当たりの高額医療費の増によるものであります。

４項１目出産育児一時金で８４万円の増は、件数の増によるものであります。

４０ページの５款老人保健拠出金、４２ページの６款介護納付金、４４ページの７款共

同事業拠出金につきましては、それぞれ拠出金、納付金の確定による補正であります。

４６ページをお開き願います。８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で３３

８万４，０００円の減は、主に健診委託料の減によるものであります。

４８ページをお開き願います。１１款諸支出金、１項３目特定健康診査等過年度過誤納

還付金で３３万５，０００円の増は、平成２６年度の特定健康診査等負担金の精算返還金

によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては５ページ、総括でご説明させていただき

ます。１款国民健康保険税で３，２９２万３，０００円の減は、一般被保険者分で１，９

０６万８，０００円の減、退職被保険者分で１，３８５万５，０００円の減によるもので

あります。

２款国庫支出金で３，５２９万４，０００円の増、３款療養給付費等交付金で１，７０

７万４，０００円の減、４款前期高齢者交付金で３万９，０００円の減、５款道支出金で

３２万円の減は、いずれも歳出の保険給付費に基づく国、診療報酬支払基金及び北海道の

負担ルール分による補正であります。

７款共同事業交付金で２，７９４万９，０００円の増は、高額医療費共同事業及び保険

財政共同安定化事業の対象医療費の増減によるものであります。

８款繰入金で８７０万７，０００円の増は、一般会計繰入金の増によるものであります。

１０款諸収入で１，８２１万９，０００円の増は、主に財政調整のための雑入の増によ

るものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
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続きまして、議案第４号 平成２７年度砂川市介護保険特別会計補正予算についてご説

明申し上げます。

今回の補正は、第４号となります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，

４１６万４，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１７億４，７４２万７，

０００円とするものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。２６ページをお開き願いま

す。２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費で９２５万２，０００円の増は、

訪問介護及び通所介護の利用件数が見込みより多かったこと等によるものであります。

２目地域密着型介護サービス給付費で９６１万９，０００円の増は、認知症高齢者グル

ープホームの利用件数が見込みより多かったこと等によるものであります。

３目施設介護サービス給付費で４，１４７万７，０００円の減は、平成２７年度の介護

報酬マイナス改定に伴い、特に施設サービス費のマイナス改定が大きかったことが影響し

ているものであります。

４目福祉用具購入費以降、４０ページ、４款地域支援事業費、７項１目一般介護予防事

業費までは、決算見込みによる補正であります。

４０ページ、８項１目介護人材育成支援事業費で二重丸、介護人材育成支援事業に要す

る経費５２万３，０００円は、昨年度に引き続き社会福祉法人に対して介護職員初任者研

修受講料を助成するための経費であります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては５ページ、総括でご説明をさせていただ

きます。１款保険料で９６６万円の減は、被保険者数が見込みより少なかったことによる

ものであります。

２款分担金及び負担金で５８万２，０００円の減は、情報共有ネットワーク事業に要す

る経費でデータセンター利用料が見込みより少なかったこと等による減であります。

３款国庫支出金で１万７，０００円の減、４款支払基金交付金で６３８万５，０００円

の減、５款道支出金で５４１万２，０００円の減、７款繰入金で２２３万９，０００円の

減は、いずれも歳出の保険給付費に基づく国、社会保険診療報酬支払基金、北海道及び市

の負担ルール分による補正が主なものであります。

６款財産収入で１３万１，０００円の増は、基金運用利息の増によるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第５号 平成２７年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算につい

てご説明申し上げます。

今回の補正は、第２号となります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８３

９万９，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億７，９２６万４，０００
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円とするものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。１６ページをお開き願いま

す。１款総務費、１項１目一般管理費で１４万円の減は、主に番号制度システム整備委託

料の減によるものであります。

１８ページをお開き願います。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢

者医療広域連合納付金で７８１万１，０００円の減は、主に保険料分負担金の減によるも

のであります。

２０ページをお開き願います。３款保健事業費、１項１目健康保持増進事業費で４２万

９，０００円の減は、主に健診委託料の減によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては５ページ、総括でご説明させていただき

ます。１款後期高齢者医療保険料で１，１５５万８，０００円の減は、主に現年度分保険

料の所得割賦課対象額の減によるものであります。

３款繰入金で３４１万８，０００円の増は、主に療養給付費分繰入金に係る増でありま

す。

４款繰越金で１９万９，０００円の増は、前年度繰越金の確定によるものであります。

５款諸収入で４５万８，０００円の減は、健康診査受託事業収入の減によるものであり

ます。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 飯澤明彦君 建設部長。

〇建設部長 古木信繁君 （登壇） 議案第３号 平成２７年度砂川市下水道事業特別会

計補正予算についてご説明申し上げます。

今回の補正予算は、第１号であります。

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，

４６３万３，０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７億７，８００万３，０

００円とするものであります。

第２条は、地方債の補正であり、４ページの第２表、地方債補正に記載のとおり、公共

下水道整備事業債から過疎対策事業債までについて６６０万円を減額し、補正後の限度額

を１億８，９８０万円とするものであります。

補正の主な内容につきましては、２４ページの歳出からご説明申し上げます。１款下水

道費、１項１目一般管理費１１０万円の減は、一つ丸、一般管理事務に要する経費で、平

成２６年度分消費税納付額の確定に伴う消費税１１１万４，０００円の減が主なものであ

ります。

２目維持管理費３１万８，０００円の増は、一つ丸、下水道管渠の維持管理に要する経

費で光熱水費３７万５，０００円の減、修繕料２００万円の増、清掃委託料３４万６，０

００円の減、下水道使用料算定等事務委託負担金１００万５，０００円の減が主なもので
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あります。

２６ページをお開き願います。３目水洗化促進費は、財源内訳の変更であります。

４目公共下水道整備事業費６８３万８，０００円の減は、二重丸、公共下水道整備事業

費において事業費確定により委託料１４４万１，０００円の減、工事請負費５３５万円の

減が主なものであります。

５目流域下水道整備事業費３万１，０００円の減は、一つ丸、流域下水道整備事業費で

北海道施行の流域下水道整備事業費の減に伴う負担金の減が主なものであります。

２８ページをお開き願います。２款個別排水処理事業費、１項１目個別排水処理事業費

４８５万１，０００円の減は、二重丸、整備事業に要する経費で合併処理浄化槽の設置基

数を当初１０基と予定しておりましたが、設置基数の見込みを７基としたことに伴う合併

処理浄化槽設置工事費４４３万９，０００円の減が主なものであります。

３０ページをお開き願います。３款公債費、１項１目元金２万円の減は、一つ丸、下水

道地方債償還元金で、平成２６年度債の借り入れにおける元金端数償還方法の変更による

ものでございます。

２目利子２１１万１，０００円の減は、一つ丸、下水道地方債償還利子及び一つ丸、個

別排水処理地方債償還利子で利率見直し等による減が主なものであります。

次に、歳入につきましては５ページの総括でご説明申し上げます。１款分担金及び負担

金で８万６，０００円の減は、個別排水処理分担金現年賦課分の減が主なものであります。

２款使用料及び手数料で１，２０５万９，０００円の減は、下水道使用料現年分の減が主

なものであり、今年度の汚水排水量が前年度に比べ減少していることによるものでありま

す。

３款国庫支出金で４０６万１，０００円の減は、社会資本整備総合交付金事業の公共下

水道整備事業費の減が主なものであります。

４款財産収入で２万８，０００円の増は、本年度行った吉野３号、吉野２号マンホール

ポンプ改築工事に伴い発生した撤去鋼材等の売却収益の増であります。

５款繰入金で８１６万８，０００円の増は、下水道使用料収入の減に伴う一般会計繰入

金の増が主な要因であります。

６款繰越金で６９万２，０００円の増は、平成２６年度決算確定によるものであります。

７款諸収入で７１万５，０００円の減は、水洗便所改造資金貸付件数の減による貸付金

元利収入の減が主なものであります。

８款市債で６６０万円の減は、公共下水道整備事業債、個別排水処理施設整備事業債及

び過疎対策事業債の事業費確定による減であります。

なお、３２ページには地方債に関する調書を添付しておりますので、お目通しをいただ

き、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 飯澤明彦君 病院事務局長。
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〇病院事務局長 氏家 実君 （登壇） 議案第６号 平成２７年度砂川市病院事業会計

補正予算についてご説明申し上げます。

１ページをごらんいただきたいと存じます。第１条は、今回の補正予算を第２号とする

ものであります。

第２条は、予算第２条に定めた業務の予定量を補正するものであり、（２）年間患者数

を入院は１，１８２人増の１３万７，１１５人、外来は６，７５４人減の２５万７，７４

３人とし、（３）１日平均患者数を入院は４人増の３７５人、外来は２８人減の１，０５

６人とするものであります。

第３条は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するものであり、病

院事業収益は１１億７，９５３万９，０００円を増額し、収入の総額を１２６億７，８０

２万１，０００円、病院事業費用は７２３万８，０００円を増額し、支出の総額を１３３

億２，５３９万６，０００円とするものであります。

２ページをお開きいただきたいと存じます。第４条は、予算第４条に定めた資本的収入

及び支出の予定額を補正するものであり、本文括弧書き中「不足する額５億９，１２１万

８，０００円は、過年度分損益勘定留保資金５億８，０２３万８，０００円及び建設改良

積立金１，０９８万円」を「不足する額５億４，０４２万９，０００円は、過年度分損益

勘定留保資金４億７，５５４万２，０００円及び建設改良積立金６，４８８万７，０００

円」に改めるものであります。これは、資本的収入で５，７４２万円を増額し、収入の総

額を６億６，４７５万３，０００円、資本的支出で６６３万１，０００円を増額し、支出

の総額を１２億５１８万２，０００円とするものであります。

第５条は、予算第５条に定めた企業債の補正であります。医療機械器具整備事業で２，

７６０万円を減額し、総額１億５，９８０万円に限度額を補正するものであります。

第６条は、予算第８条（１）に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない

経費のうち、（１）職員給与費を６５億８，４１４万円とするものであります。

第７条は、予算第９条に定めた棚卸資産の購入限度額を１５億９，０９５万３，０００

円とするものであります。

４ページをお開きいただきたいと存じます。収益的収入でありますが、１項医業収益は

５億７，５５３万１，０００円を増額するもので、内訳は１目入院収益で４億３４０万７，

０００円の増額、２目外来収益で１億６，４７３万９，０００円の増額、３目その他医業

収益で７３８万５，０００円の増額であります。これは、入院患者数が増となったこと、

また１人当たりの診療単価が入院、外来ともに増となったことによるものであります。

その他医業収益については、主に文書料及び診療受託料が増となったことによるもので

あります。

２項医業外収益における８，４１４万７，０００円の増額は、主に３目負担金交付金が

増額となったものであります。
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６ページをお開きいただきたいと存じます。３項看護専門学校収益における２，５５４

万７，０００円の増額は、主に２目負担金交付金が増額となったものであります。

４項院内保育事業収益における４３８万３，０００円の増額は、主に１目保育料収益で

入所者数の増などにより増額となったものであります。

５項特別利益における４億８，９９３万１，０００円の増額は、主に２目退職給付引当

金戻入益によるものであります。

８ページをお開きいただきたいと存じます。収益的支出では、１項医業費用において１，

８６８万５，０００円を増額するものであり、１目給与費において７，４９２万６，００

０円の減額は採用者数の減、育児休業者数及び年度内退職者の増が主な要因となっており、

１節給料で３，６２６万４，０００円減額、２節手当で３，７４４万４，０００円増額、

３節賞与引当金繰入額で６２１万８，０００円減額、４節賃金では２７９万７，０００円

減額、５節法定福利費では主に共済組合負担金において採用者数の減などにより３，００

６万８，０００円減額、６節退職給付費では２，９３２万８，０００円減額、７節共済組

合負担金引当金繰入額では７６９万５，０００円減額となっております。

１０ページをお開きいただきたいと存じます。２目材料費において１億２，４５９万１，

０００円の増額は、主に入院患者数の増によるものであり、１節薬品費で１億１，４１９

万５，０００円増額、２節診療材料費で５２２万円増額、３節給食材料費で４７７万２，

０００円増額となっております。

３目経費において１，９４６万２，０００円の減額は、１３ページをお開きいただきた

いと存じます。８節光熱水費で主に電気使用料及び単価の減により１，６７３万３，００

０円減額、９節燃料費で重油等単価の減により２，０８４万７，０００円減額、１２節修

繕費で主に医療機器用の修繕増により２，６６０万３，０００円増額、１４節賃借料で主

に寝具の増及び白衣をリース方式に変更したことにより１，１９４万円増額、１６節委託

料で主に業務内容の見直しにより１，９４１万２，０００円減額となったことによるもの

であります。

１２ページをごらんいただきたいと存じます。４目減価償却費において９９万５，００

０円の減額は、器械備品に係るものであります。

１４ページをお開きいただきたいと存じます。６目研究研修費において１，２１１万円

の減額は、１節謝金で研修会の開催等の減により７２万１，０００円減額、２節図書費で

主に医学用並びに看護用図書の購入増により９２万６，０００円増額、３節旅費で研修や

各種学会など道内外ともに減により９６８万円減額、４節研究雑費で主に研修会等負担金

の減により２６３万５，０００円減額となったことによるものであります。

２項医業外費用における１，０６７万８，０００円の減額は、主に１目支払利息及び企

業債取扱諸費で利率見直しにより１，７７９万５，０００円減額となったことによるもの

であります。
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３項看護専門学校費用における７３３万４，０００円の減額は、主に１目給与費で５９

８万９，０００円の減額となったことによるものであります。

１８ページをお開きいただきたいと存じます。４項院内保育事業費用における５５６万

３，０００円の増額は、主に１目経費の６節委託料で入所者の増により増額となったこと

によるものであります。

５項特別損失における１００万２，０００円の増額は、主に２目過年度損益修正損で増

額となったことによるものであります。

２０ページをお開きいただきたいと存じます。資本的収入でありますが、１項企業債に

おける２，７６０万円の減額は、医療器械器具整備事業分で２，７６０万円減額するもの

であります。

２項投資償還金における１１９万８，０００円の増額は、長期貸付金償還金で当初返済

計画からの変更によるものであります。

３項出資金における６，７５０万３，０００円の増額は、一般会計出資金で６，７５０

万３，０００円増となったものであります。

４項寄附金における１，６３１万９，０００円の増額は、主に病院事業資金等として寄

附を受けたものであります。

２２ページをお開きいただきたいと存じます。資本的支出で２項企業債償還金における

８４２万５，０００円の増額は、１目元金償還金において利率見直しにより８４２万５，

０００円が増額となったものであります。

３項投資における１７９万４，０００円の減額は、１目長期貸付金において看護学生へ

の学資貸付金が当初予定していた貸付者数を下回ったことによるものであります。

２４ページ以降は関連資料でありますので、ご高覧いただき、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。

〇議長 飯澤明彦君 以上で各議案の提案説明を終わります。

これより議案第１号から第６号までの一括総括質疑を行います。

質疑ありませんか。

小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 （登壇） 私は、一般会計の補正予算に関して質疑を行いたいと思いま

す。

３月の一般会計は、平成２７年度の補正予算について言うと、ほぼ事業確定による減額

で、余り大きな内容が出てこないのですけれども、ただその中でもふるさと応援寄附金、

私はこれからふるさと納税と呼ばせていただきますけれども、こちらのほうが収入にして

も１億２，０００万ぐらいの収入増というふうになっております。そんなところから、何

点かふるさと納税についてお伺いしたいと思っています。

１点目としましては、いわゆるふるさと納税の関係で、先ほども言いました平成２７年



－23－

度の決算見込みということもあるので、全体で幾らぐらいふるさと納税というものがあっ

たのかどうかです。それから、そこから経費を引いたり、あるいはふるさと納税していた

だいた方に返礼品を返したりというようなこともあると思うので、収支の状況をお伺いし

たいと思います。それから、ふるさと納税というのは大体市外の方々が市内に納税をする

という制度なのですけれども、逆のパターンがあり得ると思うのです。つまり砂川市民の

方がよそのまちに納税をするということがあるというふうに思うのですけれども、以前は

余りそういう方はいらっしゃらないということだったのですけれども、大分ふるさと納税

の関係も周知をされたり、テレビでいろいろ特集をやったりとか、意外と砂川市民の方も

他のまちにふるさと納税をされている方がふえたのではないかというふうにも思うもので

すから、その辺のこと、金額等があれば、お伺いをしたいと思います。

それから、２点目は、大体の方々がいい返礼品があるから砂川でちょっとふるさと納税

をしてみたいという方だと思うのですけれども、中身を見ていって、今後さらにふるさと

納税をしていただくための返礼品をもう少し開発したり、新しいものをどんどん見つけて

いかないとならないのではないかというふうに思うのですけれども、その辺どのように考

えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。

それから、３点目には、寄附の方々の傾向なのですけれども、寄附される方々、都道府

県別、あるいは年代別、またどういうものを寄附するときに選ばれているのか、そんなよ

うなこと、寄附者に対しての傾向です。こちらも当然調べられていると思いますので、そ

の辺のこともお伺いをしたいと思います。

最後に４点目なのですけれども、平成２７年度は特に寄附が多かったようなお話も伺い

つつ、寄附の集中する月があったようで、どうやら１２月はかなりの件数が来て、ちょっ

と委員会でも聞いたのですけれども、普通は返礼品に観光パンフとか砂川の宣伝になるよ

うないろんなものを同封されるらしいのですが、１２月で一遍に申し込みがあったときは

それができなかったようなお話も聞いていまして、予想よりも相当事務量がふえているの

かなというふうに思われるのですけれども、もしそうなるとすれば、やはり事務体制とい

うのをしっかりと整えてそういうことがないようにしなければならないのではないかとい

うふうに思うのですけれども、その点についての考え方もあわせてお伺いしたいと思いま

す。

以上です。

〇議長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） ふるさと納税につきまして４点ほどご質問がござい

ましたので、順次ご答弁を申し上げたいと存じます。

初めに、今年度のふるさと納税、ふるさと応援寄附金に係る収支の状況についてであり

ますけれども、歳入ということで、寄附金の件数につきましては２月末日現在ということ

で集計をさせていただいております。こちらにつきましては、件数は４，２９６件、金額
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といたしまして１億７，４０４万７，００３円となっているところでございます。これに

対しまして、歳出につきましては特産品の購入、あるいは送付に係る費用、民間ポータル

サイトの利用料、クレジットカード決済に係る手数料、郵便振替手数料、ほか封筒代など

もございまして、総額では約７，８００万円の歳出を見込んでおりますので、差し引きを

いたしますと９，６００万円ほど歳入が歳出を上回るというような状況になっているとこ

ろでございます。

また、歳入の市民税に対する影響額ということで、市民の方でふるさと納税をしている

方の状況につきましては、平成２６年分の申告実績ということに、今申告の時期ですので、

２６年の申告実績ということになりますけれども、こちらにつきましてはふるさと納税に

相当する寄附金控除の総額といたしましては３０件で９４万８，８９１円が控除という形

になっているところでございます。

続きまして、２点目になります。返礼品でありますけれども、特産品をさらに開発する、

ふやすための工夫として考えているところということでございますけれども、平成２６年

１０月から当市の特産品のメニューは、お米、そば、果物、豚肉、お菓子類、トマトジュ

ースなどの食料品に加えまして、革製品など種類をふやすとともに、市立病院のＰＥＴ検

診なども加え、注目されるような特産品とすることを目指してきたところであります。本

年度につきましては、革製品の品ぞろえに一部変更を加えるほか、野菜や果物の季節限定

品を拡充したほか、ポータルサイト限定品なども用意をしたところでございます。特産品

の拡充につきましては、随時経済部など関係部署と協議の上進めておりますけれども、砂

川市をＰＲできる魅力的な特産品を全国の皆様へお届けできるように、市内における情報

収集に努めるとともに、事業所への働きかけも積極的に進め、メニューの更新が可能とな

るよう取り組まなければならないと考えているところでございます。

３点目に寄附をいただいた方の傾向でございます。インターネットからのお申し込みを

いただいた際にアンケートにお答えをいただくような形になっておりますので、そのアン

ケートに回答いただいた結果を集約いたしましたところ、まず寄附をされた方の居住地に

つきましては、今年度につきましては４７都道府県の全ての都道府県から寄附の申し込み

をいただいておりまして、そのうち全体の約５０％は関東地方にお住まいの方で、特に東

京都が最も多く、全体の約２７％を占めております。次いで近畿地方が全体の約１７％、

中部地方が約１３％、北海道内は約１０％となっているところであります。次に、寄附者

の年齢、世代についてでありますけれども、４０歳代が一番多く、約３６％、次いで５０

歳代が約２７％、３０歳代が約２１％、６０歳代が約１０％、２０歳代が約３％と幅広い

世代の方から当市に応援をいただいている結果となっているところでございます。

次に、当市のふるさと応援寄附金を知るきっかけとなったことについてでありますけれ

ども、こちらについてはポータルサイトを通じての方が約９割と圧倒的に多い状況となっ

ているところでございます。次に、寄附金額の区分別につきましては、１万円以上３万円
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未満が全体の約６割を占め、３万円以上１０万円未満が約２割、１０万円以上も約２割と

高額な寄附をいただくケースが多いことが砂川市の特徴となっておりまして、１件当たり

の平均額は４万円を超える状況となっているところであります。また、特産品といたしま

しては、各種の革製品が１，５００件を超えるお申し込みをいただいておりますけれども、

その他にもお菓子の詰め合わせ、リンゴなども大変ご好評をいただいており、特にお米の

ゆめぴりかにつきましては、全道のコンテストで最高金賞を受賞後、お申し込みが急増し

たところであります。

最後に、事務処理の体制についてであります。現行の体制は総務課庶務係の職員２名と

臨時職員１名の計３名が寄附の申し込みの受け付け、入金の確認、特産品の発注などを担

当しております。また、政策調整課企画調整係がホームページや特産品カタログの作成な

どの制度周知に努める業務を行っているところであります。また、特産品の選定等につき

ましては、経済部及び病院事務局も加わり行っており、横断的な体制で実施をしていると

ころであります。今年度につきましては、１２月の１カ月間で昨年度の７００件を大きく

上回る１，５６０件のお申し込みをいただき、時間外勤務などにより対応を図ったところ

でありますけれども、繁忙期には一時的に職員をふやすなど体制の確保を図っていく必要

があるものと考えているところであります。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 ２回目の総括質疑なので、余り細かいことまでは聞けませんし、私の残

すところあと２回質問ということなのですが、この金額を見ていくと、全くすばらしいと

いうか、よそからふるさとを思う気持ちがどれだけあるかというのはちょっと疑問でもあ

るのですけれども、以前では砂川市は何百万ぐらいのふるさと納税しかなかった時期もあ

って、返礼品を見直すことによってこれほどの１億７，４００万、２月末現在ということ

で大体このぐらいなのかなというふうに思うわけですけれども、そのうちの返礼品や事務

経費で７，８００万、９，６００万というのは応援していただいてそのまんま砂川市に入

ってくるという、すばらしい制度を国が考えてくれたということになるわけですけれども、

ちょっと心配したのは、先ほど１回目に聞いた市民の方が逆によそのまちにというのが、

これ意外と意外で随分少なくて、平成２６年なので、２７年はどうなのかなというのはち

ょっとあれですけれども、これ制度上しょうがないので、３０件で９０万ということです

ので、出ていくほうは少なくて入ってくるほうがたっぷりという非常にいい形になってい

るのかなというふうに思っています。

ただ、今後のこの展開を考えると、ちょっと心配は心配なのです。ちょっと返礼品を見

直すと一気に１億何千万ぐらいいくというのが、これは中空知の赤平市がたまたまことし

ですか、新聞で話題になりまして、これまで返礼品が充実していなかったので、返礼品を

充実させるといったら同じように１億７，０００万ぐらい、すうっと上がっていくのです。

これって一体何なのだろうかなと。それぞれどれだけの人がふるさと納税に関心を持って
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どれだけ見ているのかなというのがよくわかるパターンなのですけれども、砂川の場合も

１億７，０００万ぐらいですよね、赤平もちょっと頑張ると１億７，０００万ぐらいいっ

てしまうということは、もっとどこかで頑張り始めると、うちがこのまんま安定していら

れるかという心配があると思うのです。つまりほとんどの方々が、さっきの３番目の質問

でしたかね、ほぼインターネットを利用して、しかもふるさとチョイスというページで一

生懸命見つけているのです。探しているのです。どこのまちで、例えば自分の１万円でも

１０万円でもいいのですけれども、どのまちを探そうかと一生懸命やっている様子が目に

見えるわけです。砂川市でも申し込んできた方々が何を見て申し込まれましたかというの

が、さっき言ったふるさとチョイスという、これはインターネット上でのサイトなのです

けれども、そこで申し込まれた方が９割だということになってくるわけです。つまりこれ

ってやっぱり返礼品によってどこのまちにというのが左右されることになるのだろうなと

いうふうに思うのです。これからできればこういうことは持続していってもらいたいし、

９，６００万円もこうやって入ってくるということは大事にしていかなければいけないの

かなというふうに思うわけです。

そんなような意味からして、今後このまんまの今の返礼品の形でいいのかなというふう

に実は思っているのです。今のところは８割が革製品ということで、かなり大きな金額の

方々が寄附をされているのだろうなというふうに思うのですけれども、またほかのまちの

サイトを見ますと、近隣では滝川も革製品を載せたりとか、赤平も同じような革製品があ

るのです。余りよそのまちの個別の企業名言うのも嫌なので、それとか旅行ケースとか、

人気のそういうところを扱っているのが赤平で、この近くですら競合するようになってき

てしまったのかなというふうに思っていまして、何か違う手を考えていきたいというふう

に思っています。

それで、これはちょっとした女性の集まりのときに、ふるさと納税のことでちょっとお

伺いをしたことがあったのです。どんなものだったらみんな魅力感じるのだろうかねとか

いろいろなお話を聞いたら、何といろんなアイデアが出てきました。これはぜひ総務部長、

まちづくりにも使ってほしいなと私そのとき思ったのですけれども、ふるさと納税のこと

を考えるときって、砂川はどんなにいいところがあるのだろうとか、あるいは特産品にす

るのにどんないいものがあるのかねということを皆さん一生懸命考えるようになるのです。

いいとこ探しを皆さんするようになるというのは、これは実は自分でそこにいても不思議

なぐらいに、へえ、こんなことがというようなことがたくさん出てきまして、とってもう

れしい集まりだったのですけれども、そんな中からちょっと紹介をさせていただくのです

が、先ほどの革製品というのは砂川の場合だったらソメスの革製品だと思うのですけれど

も、こちらのほうは高いところからなのです。できればソメスでも、１万円ぐらいのふる

さと納税の方でもソメスの革製品をもらえるというような、何かそういうふるさと納税向

けの製品か何かをつくっていただくと、ポータルサイトの１万円の上のほうにソメスの革
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製品というのも出てくるのではないかというふうに思うのです。今は１万円から３万円コ

ースがインターネットのサイトでいくと上のほうから順番に出てくるものですから、高額

商品のほうは下のほうになってくるので、何かそんなのがあったらいいかなというふうに

も思うのです。

それから、そのときに返礼品だけ送るのもどうなのかという話になってきまして、砂川

に来てもらうようにということだってあり得るのではないのという話なのです。つまり先

ほどでいうと関東とか近畿とか遠いところが多い。といっても、道内でも意外と数があっ

た報告がありましたよね。せっかくなら砂川に来てもらって砂川を楽しんでもらうという、

品物ではなくてそういうこともいいのではないのというアイデアが出てきました。砂川に

は今までもおいしいラーメン屋さんがたくさんあるとか、もちろんお菓子屋さんがたくさ

んあって、砂川市もスイートロードを売り出している。ただ、返礼品というのは日もちを

しなければならないものしか送れないので、例えばナカヤさんのアップルパイとか、これ

は大評判なのだけれども、残念ながらこれを返礼品に加えることはできないのです。ある

いは、ソフトクリームなんかでも、アイスとかおいしいものがたくさんあるのだけれども、

来てもらわないとだめというものがたくさんあるのです。そういう意味からすれば、例え

ば１万円の返礼品として、砂川に来ると楽しめます、スイートロードを楽しめますとか、

いろんな体験ができますとか、そんなようなことをすれば、ラーメン券でも家族で来たら

いろんなところを回れるよとか、できれば砂川に一回来てほしいというようなものが今の

砂川の中にはないので、こういうものもぜひやったらどうだろうねというアイデアが上が

ってきました。まだまだ本当にたくさんあるのです。貸し切りのタクシーで砂川を回って

もらって、食事もとか、とにかく何とか砂川に来てもらえるようなことを考えるというの

も来年度あたりはちゃんとやっていただきたいかなというふうにも思うのです。

もちろん体験メニューという中には、うちは結構特色のある農産物を頑張ってやってく

ださっている方々がいらっしゃるので、ミニトマト狩りをしたりとか、リンゴ狩りをした

りとか、あるいは砂川の特産というとタマネギなんていうのがありますよね、ところがタ

マネギの返礼品というのはなかったりとか、探してみたらまだまだ砂川のよさを発信でき

るものというのはあるのかなというふうに思うものですから、ぜひその辺のところを今後

考えていってほしいなというふうに思います。その辺のところ今後のお考え、さらにお伺

いをしたいというふうに思っているのです。

それで、ポータルサイトのことなのですけれども、どうも砂川市の場合は遠慮がちなの

です。人を引きつけるというところにちょっと手薄かなというふうに思っていまして、こ

れもお伺いするのですけれども、ふるさとチョイスというポータルサイト、トップページ、

北海道砂川市というところは多分こちら側でこういうふうにしたいとか、こういう原稿で

お願いしたいということができるのではないかというふうに思うのです。ほかのまちでい

うと、最初から返礼品の写真がパッと出てきたり、あるいはまちの紹介をするような動画
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がアップされたり、我がまちを非常に売り込もうとする文章があったりとか、最初にそう

いう文章が出てくるのですけれども、砂川の場合はいたって地味なのです。これは、せっ

かくここに９割の方々、だから１億円以上の寄附をされる方々がこのサイトを見てここに

決めようということになるわけですから、もうちょっと砂川のアピール度を高められるよ

うな形にしていったらどうかなというふうに思います。

それから、これは市外の方にお伺いしたことなのですけれども、返礼品を何で見るかと

いうと、ポータルサイトの返礼品を紹介する文章をやっぱり読むのです。そうでないとわ

けがわからないわけです。例えばお米１０キロといわれても、あるいはリンゴジュース、

あるいは砂川のお菓子の詰め合わせと書かれていても、なかなかそれをどう想像していく

かということが難しい品物もあるわけです。そういう意味からすると、結構こだわった文

章をつくって、この商品はとてもこういうことでのこだわりなのですというふうにやると、

これまたいいのではないのというふうになるような気がします。例えばプチ・トリフ山屋

さんというところのマカロンというやつを見ると、自家製の粗びきアーモンドプードル

（アーモンド粉）を使った香りが豊かでソフトな食感のマカロンの詰め合わせセットです

と、こうやって書いてあるのです。粗びきアーモンドプードルと、よくわかりませんよ、

私はわからないけれども、何かこだわっているのかなと思うわけです。ところが、残念な

がら、ほかのお菓子屋さんの商品説明は、砂川市にあるお菓子店です。おいしさを追求し

た人気商品です。これは何店か並んでしまうのです。これは非常に残念なことで、私はふ

るさと応援の細かいデータを知らないのですけれども、こういうことでもしかすると注文

する数が違ってはいないのかなという気もしないでもないので、それぞれのお菓子屋さん

でさっきの山屋さんのマカロンのように特色が出せるものをアップしていくと、もうちょ

っとより違うものがやれるようになるのではないかなというふうに思うものですから、と

にかくインターネットを見る人の特性、あるいはどんな見方をするのかというのをもうち

ょっと研究して、せっかくならそこにきちんとした企画、あるいはきちんとした取り組み

をしていただきたいというふうに思います。

あと、返礼品の開発ということでは大体そんなところかなというふうには思うのですけ

れども、寄附者の傾向ということでお話を伺ったところ、先ほどのお話の中にも入ってい

ってしまうのですけれども、大分よそからの方々が多いようなお話がありました。ところ

が、さっき私お話ししたように、砂川に来てほしいといったときに、砂川のいいものをも

うちょっと見ながら返礼品を手に入れていただきたいということの中に道内の方、あるい

はもう少し、ちょっとこれは言いづらいのですけれども、できればこういう寄附者の傾向

の中に砂川市内で働いていらっしゃっていて、実は市外に住まわれているという方々もふ

るさと納税の対象者に当然なるのだろうなというふうに思うのです。市役所の職員の方々

は、砂川市役所に勤めていて、よそで住まわれている方って余りいないかもしれないのだ

けれども、病院のほうにいくと看護師さんたちの既婚者、これはずっと前に聞いた話なの
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ですけれども、既婚者の４０％ぐらいは市外に住まわれているという傾向もあったりする

ので、できれば砂川市を応援するために滝川市からふるさと納税というのもなにかもしれ

ないのですけれども、できればそんなようなことも、ちょっとカタログなんかをそういう

方々にお見せして、余り強烈に売り込んでしまうと難しいのかもしれないのですけれども、

特に病院なんか事務局長、この辺のところを、何とか砂川市に税金の一部でも戻ってくる

ような方法というのもいいのではないかなというふうにも思うものですから、その辺のと

ころも、これはやれる可能性というのは十分あるわけですよ。公務員がよそのところに住

んでいて、うちのまちにふるさと納税してはいけないというような決まりはないとは思う

のですけれども、この辺のことを総務部長、もしないのだったらないと言っていただいて、

可能性としてあるかないかをお伺いしたいなというふうに思っています。

それと、時間も時間になってきましたので、最後なのですけれども、２回目の質問の最

後です。先ほど事務処理体制という中で、繁忙期、つまり１２月というのは一番こういう

ことに関しては忙しくなる時期なのだろうというふうに思うのですけれども、残念ながら

パンフレットとか砂川のいろいろなものを紹介するものが返礼品の中に同封されなかった

時期があったということは、やっぱり残念だなというふうに思うのです。先ほどの部長の

お話だと、そういう忙しい時期は臨時でも雇ってちょっと人数をふやしてというふうに私

は聞こえたのですけれども、さらにいろいろな返礼品を開発するということも、果たして

総務の庶務だけで一生懸命事務に忙殺されながら新しい返礼品をどう開発するかなんてい

うことまではなかなか考え切れないのではないかというふうに思うので、もっともっとそ

ういうのというのは市の商工観光あたりが各企業や何かともいろいろ密接につながってい

たり、実はこんないいのがあるというようなことも一番知っているところでもあると思う

ので、もっともっと全体的に、１億７，０００万のふるさと納税、それをもっともっとふ

やす。中には十何億も道内でもやっているところもあるわけですから、砂川だって全然可

能性がないわけでもないわけで、この際ですから頑張ってふるさと納税をして、それをい

い事業に使うというような形をもっともっととっていただきたいというふうにも思います

ので、その事務体制の関係、もう少しお伺いができればというふうに思っています。

以上です。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員の２回目の総括質疑に対する答弁は休憩後に行います。

午後１時まで休憩します。

休憩 午前１１時５７分

再開 午後 ０時５９分

〇議長 飯澤明彦君 休憩中の会議を開きます。

小黒弘議員の２回目の質疑に対する答弁を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 ふるさと納税、ふるさと寄附金につきましては、砂川市に大き
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な歳入が入ってくるほか、地域の経済の活性化にもつながるということで非常に大事な取

り組みだというふうに思っておりますし、本来の姿からいたしますと、もともとの制度か

らいきますとふるさとに対する寄附金ということですけれども、実際に今のところの内容

といたしましては、議員お話しのとおり返礼品で寄附額が左右されるという状況になって

いるのが現状いたし方ないところなのかなというふうに思っておりますし、砂川市といた

しましても、今いろいろなところでは活用する事業で競争すべきではないかという意見等

も聞かれておりますけれども、まずは砂川市といたしまして地域活性化のために返礼品等

を拡充していかなければならないというふうにも思っておりまして、現状といたしまして

特産品等については見直しもして拡大をしていかなければならないというのも考えている

ところでございます。議員のほうからいろいろアイデア等もいただきましたけれども、そ

れらを含めながら、現在も今いろいろな取り組みを考えているところでありまして、事業

所等とも協議をしながら特産品の拡大ということも現状進めておりますけれども、なかな

かそれらの対応ができないという部分もありますし、それらは今後も含めながら対応して

いきたいというふうに考えているところでございます。

また、ポータルサイトの件もございました。ふるさとチョイスのポータルサイトがやは

り寄附の入り口としては９割程度を占めて、非常に大きなものになっております。このト

ップページに載ることが非常に寄附の総額につながるというのは私どもも意識しておりま

して、現状といたしましては新たな商品を載せた場合にニューという形の中で登載される

ときもありますけれども、同じような商品もありますとそれが必ずしもトップの位置にい

るとは限りません。バナーの真ん中に市町村ごとのコーナーがあって、そこをクリックす

るとということになっておりますけれども、こちらについては有料のページになっており

まして、砂川市も申し込みはしているのですけれども、抽せんで決めるということになっ

ておりまして、なかなか競争が厳しいのか、今のところそれらについて対応はできていな

いところでございますけれども、基本的にはここに載せることによってかなり寄附額が伸

びるというのが実際のようですので、ここの部分については今後も申し込みをするなど対

応していかなければならないというふうに現状といたしましては考えているところでござ

います。

あと、同じくポータルサイトの文章、表示の仕方がございました。例といたしましてマ

カロンも挙げていただきましたけれども、確かに１万円の寄附の中ではお米ですとか、リ

ンゴですとか、そういう特産品が基本的には数も多く、お菓子でいいますとやはり全国展

開しております企業さんのお菓子が中心になるのですけれども、マカロンも個店の中では

非常に高い寄附の率を占めている部分がございます。表現の仕方によってもしかすると、

寄附される方は私どももどのような形の気持ちの中でホームページを探されて、見られて

寄附されてくるのかというのはなかなかつかめないところもございますけれども、まずは

そういう部分を含めて寄附するという気持ちになるような表現は必ず必要だというふうに
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思っておりますので、そのようなことも考えていきたいなというふうに思っております。

大きな２点目という形になろうかなと思いますけれども、寄附者の関係についてご答弁

させていただきます。砂川市に勤務している市外から通われている方ということで、病院

の職員ですとか市の職員ということでお話がありました。現状といたしましても、病院の

ほうでは病院の中で働きかけをしていただいておりますし、市の職員についても働きかけ

をしております。病院の職員でも寄附された方もいらっしゃいますし、市の職員でも寄附

された方は実際いらっしゃいます。ですけれども、病院の職員はお名前がわからない方が

数多くいらっしゃいますし、実際滝川ですとかこの周辺で寄附されている方も数多くいら

っしゃいますので、もしかするとその中に勤務されている方がいらっしゃるかもしれない

ですけれども、なかなかそこの部分のお名前を把握することはできませんが、病院はその

ような形の中で取り組みも現状進めていただいているところでございます。ですので、砂

川市に勤務されている方もいらっしゃいますでしょうし、あとは市の職員等で家族の方が

例えば市外にお勤めになっていて市外にお住みになっていて税を負担している方について

は、そういう中でも協力を仰ぐというような取り組みも現状しておりまして、そのような

考えの中で寄附されたケースもございますので、そういうような形の中で今後も進めてい

くべきものと現状といたしましては判断しているところでございます。

あと、３点目に事務処理体制でございます。１回目のご答弁で申し上げましたけれども、

繁忙期に対しまして職員の融通がきくのかどうか、職員の中でどこかの助けが使えるもの

なのか、それができないのであれば、現状も臨時職員を雇用しておりますので、それにプ

ラスする臨時職員が時期的なものとして雇用できるのかどうかも現状といたしましては考

えているところでございますけれども、あと返礼品の開発というか、拡大につきましては、

現状も基本的には商工労働観光課のほうにお願いをしながら、今のところ特産品というこ

とで企業さんとの折衝等もお願いしているところもございますので、そういう中で横の連

携も今までもとっておりますので、同じような形の中で横の連携もとりながら、また必要

な部分については現状といたしましてはふるさと納税に関するシステム導入という部分も

あるようなお話も聞いております。それらも含めてどうするかということも課題にはなっ

ておりますけれども、今の段階といたしましては職員の中で繁忙期だけ若干手伝っていた

だくですとか、臨時職員を充てるだとか、そういうような形の中で事務処理体制は確保し

ていきたいというふうに考えてございます。

ふるさと納税につきましては、昨年の税制改正でかなり寄附額が伸びているというのが

現状ですので、基本的にはこのような形の中で寄附については進んでいくものだというふ

うには考えているところでございますけれども、その時点でいろいろな判断をしながら対

応していきたいというふうに考えているところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 小黒弘議員。

〇小黒 弘議員 ３回目で最後の質疑になるのですけれども、先ほどからいろいろなアイ
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デアの話をしてきました。先ほども言ったとおりに、このことを考えるというのはとても

まちのことを考えるということになるし、具体的に何が今砂川にいいのだろうとか、どう

いうものが砂川にはあるのだろうとかということをもう少し市民の皆さんからもいろいろ

情報を得てもいいのかなというふうにも思うのです。それから、あるまちでは個人がつく

っているような作品もふるさと納税の返礼品にしてみるとか、そんなようなこともありま

す。ですから、まだまだ、ざっと見て、ああ、これはというもの以外にかなりの掘り出し

物というのはあるような気がするのです。

それで、質問をもとに戻すというか、変ですけれども、今回のこの補正の中で具体的に

事業費、さっきは収支と、それから必要な経費、返礼品を含めてという話で聞いています

けれども、具体的に市の事業としてどのような形で行われているのか、行われていないの

か。つまり使い方です。使った形です。今年度はなかったものなのかどうかということな

のですけれども、我が会派の同僚議員が前にもふるさと納税という形で一般質問している

のですけれども、本来返礼品ではなくて、本当の意味で何かの事業を応援するための使い

方というのが大きいのだろうなというふうに思うのですけれども、今砂川市の場合でいく

と返礼品の使い方というのは何種類かに分かれて、例えば病院事業に対するもの、まちづ

くりに対するものとかと、こういうふうにごくごく一般的にあるのです。きっと寄附者の

人たちもどこかに丸をつけるという仕組みになっているのだろうと思うのですけれども、

ほかのところでは例えば何とか高校、これが砂川高校という意味ではないのですけれども、

若い人たちがやっているこういう事業に対しての寄附を集めるとかということをちゃんと

打ち出しているところもあるとか、先ほどの部長の答弁の中で返礼品に人気があるそのも

のが本来のふるさと応援寄附金の話ではないのだという話があったのですけれども、ただ

砂川市としてはそういう事業をどこに見つけていくのかということも今のところ全然見え

てこないわけです。全体的なことしかないということもあるので、１つは部長には先ほど

言ったようにどういう使われ方がこの２７年度にされていたのか、していないのか。

最後に市長にはぜひ、ふるさと納税、これについて今まで私いろんなアイデア、いろん

なところでお話を聞いた話をしてきましたけれども、どのように考えて、今後どのように

思っているのかあたりの話もお伺いしたいと思っております。

以上です。

〇議長 飯澤明彦君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 まず、ふるさと納税されたものの使い道でございます。基本的

には、今ふるさと納税されたものについてはまず１段階といたしまして基金に積み立てを

しております。その基金の中から各事業に充当するという形の中でなっておりまして、平

成２７年度の６月補正に計上いたしました事業費にことしについては充当させていただい

ているところでありまして、ことしでありますと公園施設の改築に係る遊具の関係の経費

ですとか、公園の修繕の部分、あるいは空知太小学校の遊具ですとか、公民館の備品等に



－33－

充当させていただいたところであります。こちらについては、まちづくりの事業基金とい

う形になりますので、まちづくりあるいは教育環境の整備という寄附の目的でされたもの

につきましてはこのような形になっておりますし、社会福祉、子育て、高齢者福祉という

ことで社会福祉事業振興基金に積み立てたものの中からは、福祉センターの補助金という

ことで福祉センターの改修をしたり備品を交換したりしておりますので、そちらの部分に

充当していますし、あと保育所の備品に充てたりしているところでございます。

これらを充てながら、現在の寄附金のこれまでの残高といたしますと２月末で約２億２，

４００万程度ありますので、こちらにつきましては今後事業等に充てていくものというふ

うに考えておりまして、これらについてはどのような使途に使われたのかという部分につ

きましてはホームページの中で公表していきたいというふうにも考えているところでござ

います。ふるさと納税、どれぐらいの期間制度として定着するものかというところもわか

りませんでしたので、当初はどのような事業に充てるべきかという判断に難しいところが

あったものでございます。例えば経常的な経費に充てていって、それが制度がなくなった

ときに、新たな事業を起こしたときにコストとして後ほど残る部分がありますので、どう

かという判断もありましたけれども、国のほうは制度の拡充が毎年のように図られてきて

おりますので、そういう部分におきましてはそれらの経常的な部分ももしかすると活用で

きるのかなというふうには考えておりますけれども、現状の考え方といたしましては、ま

ずはその年度ごとに新たに起きました事業に充当するような形の中で使っていきたいとい

うふうにも思っております。そんな中、先ほど２回目でもお話しさせていただきましたけ

れども、基本的にはふるさとを思う気持ち、あるいは使われる事業の内容において寄附を

されるというのが最もふさわしいものではありますけれども、そういうような中もＰＲを

しながらも、片方といたしましては返礼品の充実なども図りながら、幾らかでも多くの寄

附がいただけるような取り組みは今後もしていかなければならないというふうに判断して

いるところでございます。

〇議長 飯澤明彦君 市長。

〇市長 善岡雅文君 （登壇） ふるさと納税の関係でございますけれども、国の制度で

ございますから、余り逸脱するようなことでやるわけにもいかないというのが基本的にご

ざいます。ただ、私の考えとしましては、ふるさとを応援しようという考えから発足した

のですけれども、現実的にはふるさとには関係なく税控除が受けられるということで、返

礼品の一番自分の気に入ったところ、ただしこれは物でない場合もあるのです。そのまち

の取り組んでいるいろんな姿勢、例えば保健所に入れられている犬とか猫を市のほうで何

とか殺処分されないようにしていこうと、そういう趣旨に賛同して寄附される方も現実に

たくさんおられると、そういう趣旨ではそういうようなところも目をつけながら、いろい

ろ事業、ただしそれは市がそこまでやるかどうかの問題になりますけれども、そういうと

ころでいろいろ市の事業とあわせた中で考えていくと、そういう必要もあるのだろうと。
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小黒議員はもっと市民の中からいろんな新たなものをつくり出してという話もございまし

たけれども、私自身はどっちかというと砂川の企業がふるさと納税をもってもっと元気に

なる、そっちのほうに私は主体を置いておいて、会社が元気になることによって会社が大

きくなる、それによって雇用を図っていくと、それが今一番砂川市にとっては必要なこと

なのだろうと、そっちのほうに私はどちらかというと重点を置いています。ただ小黒議員

も言いましたとおり、違う視点でのことも本州でやられているというのは十分承知してご

ざいます。それも踏まえた中で、寄附金がたくさん集まり、地域の活性化につながる、そ

んなようなことをいろいろ限りなく考えていきたいというふうに思っております。

〇議長 飯澤明彦君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で議案第１号から第６号までの一括総括質疑を終わります。

お諮りします。

ただいま議題となっております６議案は、議長を除く議員全員で構成する第１予算審査

特別委員会を設置し、これに付託して会期中審査を行うことにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように決定しました。

◎休会の件について

〇議長 飯澤明彦君 お諮りします。

第１予算審査特別委員会における審査が終了するまで本会議を休会することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、これで本会議を休会します。

◎散会宣告

〇議長 飯澤明彦君 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会します。

散会 午後 １時１７分


